
別 紙 1-2

肉用牛の事業細 目

実施要領別紙 1の第 1の 2の肉用牛の事業細目については、次のとおりとする。

第 1 事業の内容等
事業実施主体が行 う、次の取組に対する助成を行 うものとする。

1 地域固有系統の再構築等支援対策
(1)近交係数の上昇抑制改良手法の検討
① 近交係数の上昇抑制改良手法の確立及び活用手法の検討をするため、専門的知
見を有する学識者等で構成する検討委員会を開催する取組。

② ①の改良手法を確立するために必要なサンプルの収集、処理、分析等を行 う取
組。

(2)地域固有系統の再構築
牛群の系統等を造成・再構築しようとする農業者集団が行 う、検討会・研修会の

開催、新たな系統分類手法を活用 した遺伝資源等の実態調査、交配計画の作成 。指

導等の取組。

2 多様な改良形質の活用推進
(1)新たな改良形質の SNP解析
遺伝的多様性を確保 し、和牛改良基盤を強化するため、枝肉形質以外の新たな改

良形質に着 目したゲノミック評価を実施 し、その結果を踏まえた繁殖雌牛の選抜を

推進する取組。

3 多様な改良情報の収集・分析及び肉用牛の出荷時期早期化等対策
(1)産肉情報基盤の強化・活用
肉用牛の改良基盤の強化に必要な遺伝的能力評価を行 うため、独立行政法人家畜

改良センター (以下 「改良センター」とい う。)の技術指導の下に行 う、次の①か

ら③までの取組。

① 遺伝的能力評価情報の活用及び指導
肉用牛の遺伝的能力評価情報を活用 した牛群の改良を推進するため、全国的な

推進会議を開催するとともに、地域における指導活動を行 う取組。

② 産肉情報基盤の強化・活用
肉用牛産肉情報の効率的な収集、蓄積、分析を行い、その結果をデータ提供 し

た生産者等へ提供するとともに、遺伝的能力評価に必要な情報を改良センターに

提供する取組。

③ 血統・登録情報基盤の強化・活用
血統・登録情報の効率的な収集、蓄積、分析を行い、遺伝的能力評価に必要な

情報を改良センターに提供する取組。

(2)新たな改良形質の検討・評価
①  「食味等」や 「繁殖性」等、枝肉形質以外の形質等を含めた新たな評価手法を
確立するため、専門的知見を有する学識者等で構成する検討委員会を開催する取

組。
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② 新たな改良形質を測定するために必要な機器の導入、①の評価手法を確立する
ために必要なサンプルの収集、処理、分析等を行う取組。

(3)肉用牛の出荷時期早期化対策
① 肥育牛の出荷適期を見極めるために必要な機器を導入する取組。
② 肥育牛の出荷適期を見極めるために必要な機器の技術研修会を開催する取組。

第 2 事業の要件及び留意事項
各事業の要件及び留意事項は、以下のとおりとする。

1 対象となる品種等
木事業の対象となる畜種は、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種とする。

2 地域固有系統の再構築等支援対策
(1)第 1の 1の (1)の事業 (近交係数の上昇抑制改良手法の検討)の要件は次に掲
げるとおりとする。

① 事業の実施及び評価にあたつては、外部有識者に助言を求めること。
② 事業で収集、蓄積、分析した情報及び SNP分析のために抽出した DNAその他の
収集した試料の取扱い (例 :目 的外の利用の禁止等)等について必要な規程を定
め、適切に取り扱うこと。

(2)第 1の 1の (2)の事業 (地域固有系統の再構築)の要件及び留意事項は次に掲
げるとおりとする。

① 事業の封象となる農業者集団が、次の要件を満たすこと。
ア 生産者 (3戸以上)が構成員となっていること。
イ 地域の特色ある牛づくりや地域ブランド造りなど、和牛の育種改良に取り組
む集団であること。

② 本事業の補助対象経費には、家畜購入費、受精卵導入費及び受精卵生産・移植
費は含まないものとする。

3 多様な改良形質の活用推進
(1)第 1の 2の (1)の事業 (新たな改良形質の SNP解析)の要件は次に掲げるとお
りとし、事業報告書の提出の際には、別紙 1様式第 2号の4のその他の効果欄に、

ゲノミック評価を実施した雌牛の選抜状況を記載すること。

① 対象牛を、次のいずれにも該当する牛に限ること。
ア 公益社団法人全国和牛登録協会が発行する子牛登記、若しくは血統証明を有
する此生牛、又は子牛登記検査を受検する予定の雌牛であること。

イ ゲノミック評価を実施する月齢が生後 10ヶ月齢未満の雌牛であること。
② 事業実施主体がゲノミック評価を実施できること。
4 多様な改良情報の収集・分析及び肉用牛の出荷時期早期化等対策
(1)第 1の 3の (1)の事業 (産肉情報基盤の強化・活用)の要件は次に掲げるとお
りとする。

① 事業実施主体は、本事業の成果を本事業に参加していない者に対して広く普及
するための活動をすること。

② 遺伝的能力評価情報の対象とする肉用牛は、家畜改良増殖法 (昭和 25年法律第
209号)第 32条の 2第 1項の農林水産大臣の承認を受けた者 (以下「登録団体」
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という。)が行 う登録又は登記の対象となる肉専用種であること。
③ 第 1の 3の (1)の①の地域における指導活動の対象は、和牛改良組合等が組
織されるなど、集団的かつ継続的に改良に取り組むことが確実な地域であること。

また、地域における指導活動の指導者は、事業実施期間中、遺伝的能力評価情報

を活用した指導を継続して行うことができる者であること。

④ 事業で収集、蓄積、分析した情報及び SNP分析のために抽出した DNAその他の
収集した試料の取扱い (例 :目 的外の利用の禁止等)等について必要な規程を定
め、適切に取り扱 うこと。

(2) 第 1の 3の (2)の事業 (新たな改良形質の検討・評価)の要件は次に揚げる
とおりとする。

第 1の 3の (2)で機器を導入した実証団体は、第 3に定める事業評価報告書
の提出期日後、引き続き新たな改良形質の評価を行い、第 1の 3の (2)で導入
した機器により収集した測定値は、本機器の法定耐用年数が経過するまで改良セ

ンターに提供すること。

(3) 第 1の 3の (3)の事業 (肉用牛の出荷時期早期化対策)の要件は次に揚げる
とおりとする。

第 3に定める事業評価報告書の提出期 日後、第 1の 3の (3)の①で導入した
機器を引き続き肥育牛の出荷時期の早期化のために利用すること。

第 3 事業評価の提出期 日
実施要領別紙 1の第 5の 2に定める事業評価報告書の提出期 日は下表のとお りとす

る。

事業の内容 提出期 日

1 第 1の 1、 2及び 3の事業 (次の 2に
掲げるものを除く。)

2 第 1の 3の (2)の うち、新たな改良
形質を浪1定するために必要な機器の導入

した取組及び第 1の 3の (3)の うち①
の事業

事業実施年度の翌年度の 4月 末まで

事業実施年度の 3年後の 4月 末まで

注 第 1の 2の (2)及び (3)の事業により機器を導入した場合は、事業評価報告
の提出期 日までの間、経過を毎年度報告すること。
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別紙 1様式第 1号 (共通)(第 3の 1関係 )

○〇年度畜産生産力・生産体制強化対策事業実施計画書

(家畜能力等向上強化推進)

1 事業の種類

(注)要綱別表 1の 「事業内容」を記載すること。

2 事業の目的 (変更理由)

3 事業実施方針

(注)事業実施に当たつての基本的な方針、業務推進体制等を記載すること。

4 総括表
事業内容 事業費 負担区分 備考

国庫補助金 事業実施主体

円 円 円

(注)事業内容欄は、要綱別表 1の 「事業内容」ごとに、実施する取組の内容を具体的に

記載すること。

5 取組により期待 され る効果 (成果 目標 )
成果 目標 検証方法 事業実施効果

現 状 値 : 年度 )

目 標 値 年度 )

(注)1
2

成果 目標の欄は、定量的な指標を設定すること。

検証方法の欄は、目標値を具イ本的に検証する手法を記載すること。

6 事業実施予定期間
年  月  日 年  月  日
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別添 1-⑥ (肉用牛関係)

○〇年度畜産生産力・生産体制強化対策事業実施計画書

(肉用牛のうち「多様な改良情報の収集・分析等対策 (肥育牛の出荷時期早期化対
・
策)」 )

1 生体肉質診断機器の導入計画 (又は実績 )
時期 導入機器 取組内容 備考

2 技術研修会の開催計画 (又は実績 )
回数 時期 場所 研修対象者

及び人数

取組内容 備考
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別紙 1様式第 2号 (共通)(第 5の 2関係 )

○〇年度事業評価報告書

(家畜能力等向上強化推進)

1 事業の種類

(注)実施要綱月可表の 「事業内容」を記載すること。

2 事業の内容

3 事業実施期間
事業開始年月 日 事業終了年月 日 備  考

年  月  日 年  月  日

4 成果 目標の達成状況
成果 目標 実績値 成果の達成状況

現 状 値 ( 年度 )

目 標 値 : ( 年度 )

その他効果

所    見

(注)1 その他効果欄は、成果目標以外の事業効果等について記載する。
2 所見欄は、本事業の総合的な評価等を記載する。また、達成状況が低い場合
の改善方法等を記載する。
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別添 2-③ (肉用牛関係 )
OO年度畜産生産力・生産体制強化対策事業評価報告書
(家畜能力等向上強化推進のうち肉用牛の出荷時期早期化対策 )

1 肥育牛の出荷時期早期化の状況
導入箇所名 (      )

導入前年度

( 年度 )
導入年度

( 年度 )

導入 1年後
( 年度 )

導入 2年後
( 年度 ) 備考

沢J定 実施農 家

戸数

沢J定実施頭数

出荷頭数

平均出荷月齢

(注)1
2

本表は導入箇所ごとに作成すること。

測定実施頭数、出荷頭数及び平均出荷月齢は、測定実施農家における肥育牛

を集計の姑象とすること。また、預!定頭数は実頭教とすること。

2 所見 。評価

(注)1 導入箇所ごとに記入すること。
2 機器導入による出荷時期早期化の状況に関する所見・評価に加えて、機器の

活用方法や測定対象 とした肥育牛の考え方、本事業以外の出荷時期早期化に向

けた取組等についても具体的に記入すること。
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